
平成 28 年度 第 67 回関東ソフトテニス選手権大会実施要項 

 

１．主  催   関東ソフトテニス連盟 

２．主  管   群馬県ソフトテニス連盟 

３．後  援   群馬県・群馬県教育委員会・群馬県スポーツ協会・ 

前橋市・前橋市教育委員会・前橋市体育協会・上毛新聞社 

４．期  日   平成 28年 5月 28日（土）29日（日）雨天順延 30日（月） 

午前 8時 00分 受付 

午前 9時 00分 開会式 

午前 9時 30分 競技開始 

５．会  場   ＡＬＳＯＫぐんまテニスコート（砂入り人工芝コート 16面） 

            群馬県前橋市関根町 800  027-234-5555 

前橋総合運動公園テニスコート（砂入り人工芝コート 16面 

群馬県前橋市荒口町 437-2  027-268-1911 

         前橋市立富士見中学校（砂入り人工芝 10面） 

            群馬県前橋市富士見町田島 984-1   0274-288-2620 

６．種  別   第１日目 平成 28年 5月 28日（土） 

 一般男子・シニア男子７５・８０・シニア女子７５・８０ 

（ＡＬＳＯＫぐんまテニスコート） 

一般女子・成年男子（前橋総合運動公園） 

シニア男子６０・６５・７０（富士見中学校） 

第２日目 平成 28年 5月 29日（日） 

 一般男子（勝ち残り）・シニア女子６０・６５・７０ 

 （ＡＬＳＯＫぐんまテニスコート） 

一般女子（勝ち残り）・成年女子・シニア女子４５・５０・５５ 

（前橋総合運動公園） 

           シニア男子４５・５０・５５（富士見中学校）            

７．ル ー ル   ソフトテニスハンドブックによる（７ゲームマッチ） 

８．試 合 球   男子：ケンコーボール 女子：アカエム・・・未定 

９．参加資格  （１）参加選手は、公認審判員制度の有資格者であること。 

        （２）他都県や学連所属選手と出場する場合は、両所属連盟会長の承諾を 

得た上で、いずれかの連盟から申し込むこと。 

        （３）一般男女は、技術等級２級以上の有資格者であること。 

        （４）平成 28年 4月 1日現在の満年齢とする。 

        （５）選手全員が背中にゼッケンを着用すること。（四隅止め） 

１０．参 加 数 

種 別 一般男女 その他の種別 

各 県 24以内 12以内 

学 連 48以内 ― 

群馬県 32以内 16以内 

高体連 各男女 16以内（各都県 2） ― 

中体連 各男女 4以内（群馬県に限る） ― 

推 薦 各種別前年度 8位以内（但し同一ペアに限る） 

         ※一般男女については、参加枠内であれば高校生の参加を認める。 



          参加申し込みが 8ペア未満の場合は、年齢の若い種別に組み入れる。 

１１．参 加 料  1ペア ４,０００円 

         ※会員登録制度の未登録者は、1ペア６，０００円とする。 

１２．試合方法  トーナメント戦とする。（但し参加数 15未満はリーグ・トーナメント 

とし 7未満は若い種別に繰り入れる。） 

（各種別とも敗者審判とし両日初戦は指定審判とし、準決勝・決勝戦は 

本部審判とするが、シニア男女 75・80は全対戦本部にて行う。） 

１３．申 込 先  〒371-0801 前橋市文京町 4-9-2  事務局  佐藤 栄一あて  

申込先アドレス：gsta3344@coast.ocn.ne.jp 

県連の申し込み用紙に実力上位順に参加料を添えて 郵送または 

メールにて申し込むこと。 

電話・FAX での申し込みは一切受け付けません。 

締切日を厳守してください。（締切日以降は受け付けません） 

１４．締 切 り  平成 28 年４月 1０日（日） 

１５．連 絡 先  群馬県ソフトテニス連盟事務局  

 TEL 080-1217-2918 FAX 027-221-3344 

１６．そ の 他 （１）ユニフォームは、連盟が公認したメーカーの製品を着用すること。 

（２）シューズは、連盟が公認したメーカーの製品を着用すること。 

（３）ラケットは、連盟の公認マークが添付されたものを使用すること。 

（４）開会式には、所定時刻までに受付を完了し必ず参加すること。 

（５）出場ペアは、同一のユニフォーム・シューズを着用することが望ましい。 

（６）会員登録証・技術等級認定証、公認審判員のイエローカード・ワッペンを

携行し、審判を担当するときはワッペンを左胸に着用すること。 

（７）入賞者は、必ず閉会式に参加すること。 

（８）参加者は、大会前に健康診断を受け大会期間中は健康管理に十分留意する

こと。 

（９）参加料はいかなる理由があっても返金しない。 

 

１７．宿泊申込  別途ご案内いたします。 


